
 投入する資材に有害物質が含まれていた場合には、汚染物質が農地に蓄積し、
それを農作物が吸収、人体に有害物質が取り込まれるおそれがありますので、
有害物質を基準値以上含有する肥料等の資材を使用してはいけません。 
 放射性セシウムを含む可能性のある肥料・土壌改良資材・培土や、汚泥を原
料とする肥料については、特に留意して下さい。 

 土壌の汚染の特徴として、土壌に浸透した有害物質が、吸着などにより、長期にわたり滞

留・蓄積することがあげられます。このため、有害物質を含む肥料等の資材を継続的に投入

することで、汚染物質濃度が次第に高まり、やがて悪影響を生じることとなります。 
 
【放射性セシウム汚染の恐れのある堆肥等】 
 平成23年の東日本大震災に伴う原子力発電所事故により、肥料・土壌改良資材・培土につい

ては、放射性セシウムの暫定許容値400Bq/kgが設定され、これを超える肥料等の施用が禁止

されています。肥料等を購入したり、譲り受けるときには、販売業者・譲渡者に暫定許容値を

超えていないことを確認し、記録に残しておきましょう。 
 
【汚泥肥料】 
 近年、農用地の地力増強及び資源の有効利用の観点から、汚泥を原料とする再生有機質資材
（以下「汚泥肥料」という）が農用地へ施用されるようになっています。汚泥肥料を長期間過
大に連用すると、土壌中への重金属の蓄積が懸念されるため、農用地への施用にあたっては、
作物、土壌及び周辺環境への悪影響を防止する観点から、下記事項に留意することが必要です。 
 
(1) 汚泥肥料は原則として水田に施用せず、使用する場合は畑、樹園地、牧草地に施用する。 
(2) 施用にあたっては、地目、対象作物、汚泥肥料の品質によって施用適量が異なるが、 
  年間施用限界量は10aあたり500ｋｇとする。 

(3) 出所の不明な汚泥肥料は避け、県内産のものを使用する。 
(4) 生汚泥や脱水汚泥を直接農用地に施用することは避け、火力乾燥品や粗大有機物と混合 

  し、肥料化したものを施用する。 
(5) 汚泥肥料は全面散布とし、土壌とよく混和する。 
(6) 汚泥肥料を施用した農用地の位置、施用量、汚泥肥料の入手先等を記録し保管しておく。 

規範項目１２ 必須・重要・推奨 

取組事項 
・ 放射性セシウム汚染の恐れのある堆肥・土壌改良資材・培土は使用 
 しない。 
・ 汚泥を原料とする肥料等は、原則として水田に施用しない。 
・ 汚泥肥料を畑、樹園地、牧草地に施用する際には、県内産のものとし、 
 年間10aあたり500kg（現物）を上限とする。 
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【根拠法令等】 
○ 肥料取締法  （昭和25年法律第127号） 
○ 再生有機質資材の農用地における取り扱い方針について 
  （昭和61年県農業水産部長通知） 
○ 放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について 
  （平成23年農林水産省通知） 
○ 食品衛生法  （昭和22年法律第233号） 
○ 食品中の放射性物質に係る基準値の設定について（平成23年厚生労働省通知） 
 

【鶏ふん堆肥・豚ぷん堆肥】 
 家畜の飼料に銅や亜鉛が添付されるため、鶏ふん堆肥では亜鉛濃度が、豚ぷん堆肥では銅と

亜鉛の濃度が高くなる傾向にあります。銅や亜鉛は作物に必要な元素ですが、高濃度では逆に

生育阻害等を引き起こすことから、亜鉛濃度900mg/kg以上もしくは銅濃度300mg/kg以上

の堆肥には表示されていますので、これを参考に多量施用や長期連用による土壌中の銅・亜鉛

濃度の上昇に注意をしましょう。 




